
 

 

デ
ジ
タ
ル
庁 

○ 
 

 
 

 

令
第
八
号 

 

総 
務 

省 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
各
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
共
通
す
る
基
準
の
う
ち
電
磁
的
記
録
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
用
語
及
び
符
号
の
相
互

運
用
性
の
確
保
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
互
換
性
の
確
保
に
関
す
る
標
準
を
定
め
る
命
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

内
閣
総
理
大
臣 

高
市 

早
苗 

総
務
大
臣 

林 
 

芳
正 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に

共
通
す
る
基
準
の
う
ち
電
磁
的
記
録
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
用
語
及
び
符
号
の
相
互
運
用
性
の
確
保
そ
の
他
の
地
方
公
共
団

体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
互
換
性
の
確
保
に
関
す
る
標
準
を
定
め
る
命
令 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
命
令
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一



 

 

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
各
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
共
通
す
る
基
準
の
う
ち
電
磁
的
記
録
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
用

語
及
び
符
号
の
相
互
運
用
性
の
確
保
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
互
換
性
の
確
保
に
関
す
る
標
準
（
以

下
「
デ
ー
タ
要
件
・
連
携
要
件
の
標
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
用
語
の
意
義
） 

第
二
条 

こ
の
命
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム 

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。 

二 

デ
ー
タ
要
件
の
標
準 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
が
機
能
標
準
化
基
準
（
法
第
六
条
第
一
項
の
基
準
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
な
デ
ー
タ
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
関
し
要
件
を
規
定
し
た
も
の
で
、
次
条
に
定
め
る
も

の
を
い
う
。 

三 

連
携
要
件
の
標
準 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
が
機
能
標
準
化
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
他
の
地
方
公
共
団
体
情

報
シ
ス
テ
ム
、
独
自
施
策
シ
ス
テ
ム
等
又
は
外
部
シ
ス
テ
ム
と
円
滑
な
デ
ー
タ
連
携
（
そ
の
保
有
す
る
デ
ー
タ
を
共
有
し
、

及
び
活
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
た
め
の
要
件
を
規
定
し
た
も
の
で
、
第
四
条
第
一
項
に
定
め
る
も



 

 

の
を
い
う
。 

四 
基
本
デ
ー
タ
リ
ス
ト 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
で
管
理
す
る
デ
ー
タ
の
項
目
（
以
下
「
デ
ー
タ
項
目
」
と
い

う
。
）
及
び
属
性
等
に
係
る
標
準
で
、
次
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
標
準
化
対
象
事
務
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

五 

文
字
要
件 

文
字
セ
ッ
ト
（
文
字
の
集
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
文
字
コ
ー
ド
（
文
字
と
ビ
ッ
ト
組
合
せ
の
対

応
関
係
を
示
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
構
成
さ
れ
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
の
た
め
の
要

件
で
、
次
条
第
二
号
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

六 

機
能
別
連
携
仕
様 

機
能
標
準
化
基
準
が
規
定
す
る
デ
ー
タ
連
携
に
関
す
る
連
携
方
法
等
に
つ
い
て
の
標
準
で
、
第
四

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
標
準
化
対
象
事
務
ご
と
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

七 

独
自
施
策
シ
ス
テ
ム
等 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
以
外
の
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
が
条
例
や
予
算

に
基
づ
い
て
行
う
施
策
等
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
係
る
シ
ス
テ
ム
で
、
か
つ
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
を
利
用

す
る
地
方
公
共
団
体
が
当
該
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携
を
認
め
る
も
の
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お



 

 

い
て
、
連
携
す
る
デ
ー
タ
項
目
は
、
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
機
能
別
連
携
仕
様
に
規
定
さ
れ
た

デ
ー
タ
項
目
を
利
用
す
る
も
の
と
し
、
当
該
デ
ー
タ
項
目
以
外
の
デ
ー
タ
が
必
要
な
場
合
に
限
り
、
第
三
条
第
一
号
の
規

定
に
基
づ
き
定
め
る
基
本
デ
ー
タ
リ
ス
ト
に
規
定
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
単
位
の
フ
ァ
イ
ル
で
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。 

八 

外
部
シ
ス
テ
ム 
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
独
自
施
策
シ
ス
テ
ム
等
以
外
の
シ
ス
テ
ム
で
、
整
備
又
は
運
用

を
行
う
に
当
た
り
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
主
た
る
責
任
を
有
す
る
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。 

（
デ
ー
タ
要
件
の
標
準
） 

第
三
条 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
デ
ー
タ
要
件
の
標
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
は
、
機
能
標
準
化
基
準
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
な
デ
ー
タ
項
目
を
、
当
該
デ
ー
タ
項

目
の
属
性
及
び
次
号
に
定
め
る
文
字
要
件
に
従
い
、
基
本
デ
ー
タ
リ
ス
ト
に
規
定
す
る
グ
ル
ー
プ
を
単
位
に
し
て
、
必
要

な
と
き
に
入
出
力
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
デ
ー
タ
項
目
、
属
性
、
グ
ル
ー
プ
そ
の
他
の
細
目
に
つ
い
て
は
、

基
本
デ
ー
タ
リ
ス
ト
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
。
た
だ
し
、
基
本
デ
ー
タ
リ
ス
ト
に
規
定

の
な
い
外
部
シ
ス
テ
ム
に
係
る
仕
様
書
で
規
定
さ
れ
る
デ
ー
タ
項
目
に
つ
い
て
は
、
当
該
仕
様
書
に
従
い
、
必
要
な
と
き



 

 

に
入
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
は
、
次
に
定
め
る
文
字
セ
ッ
ト
及
び
文
字
コ
ー
ド
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
が
保
持
す
る
氏
名
等
（
氏
名
、
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第

二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
条
の
十
三
に
規
定
す
る
旧
氏
又
は
同
令
第
三
十
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
通
称
、
世
帯

主
の
氏
名
、
本
籍
、
筆
頭
者
及
び
住
所
等
（
こ
れ
ら
の
情
報
を
基
に
記
録
さ
れ
る
他
の
項
目
も
含
む
。
）
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
文
字
セ
ッ
ト
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
行
政
事
務
標
準
文
字
」
と
い
う
。
）
と
し
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
が
保
持
す
る
氏
名
等
以
外
の
文
字
セ
ッ

ト
は
、
行
政
事
務
標
準
文
字
又
は

J
I
S

（
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項

の
日
本
産
業
規
格
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

X
 

〇
二
一
三
と
し
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、

文
字
コ
ー
ド
は
、J

I
S
 
X
 

〇
二
二
一
と
す
る
。 

ロ 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
間
に
お
い
て
氏
名
等
を
情
報
連
携
す
る
場
合
の
文
字
セ
ッ
ト
は
、
行
政
事
務
標
準
文

字
と
し
、
氏
名
等
以
外
を
情
報
連
携
す
る
場
合
の
文
字
セ
ッ
ト
は
、
行
政
事
務
標
準
文
字
又
は

J
I
S
 
X
 

〇
二
一
三
と



 

 

す
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
文
字
コ
ー
ド
は
、J

I
S
 
X
 

〇
二
二
一
と
し
、
そ
の
細
目
に
つ
い
て
は
内
閣
総
理

大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
。 

ハ 

外
部
シ
ス
テ
ム
の
接
続
仕
様
書
（
シ
ス
テ
ム
の
間
の
接
続
に
関
す
る
仕
様
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
統
一
的
な
文
字
の
連
携
規
定
（
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
と
外
部
シ
ス
テ
ム
の
間
で
文
字
の
デ
ー
タ
を

連
携
す
る
際
の
取
決
め
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
外
部
シ
ス
テ
ム
と
連
携
す
る
場
合
の
文
字

セ
ッ
ト
及
び
文
字
コ
ー
ド
は
、
当
該
接
続
仕
様
書
の
定
め
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
外
部
シ
ス
テ
ム
の
接
続
仕
様
書
に
統

一
的
な
文
字
の
連
携
規
定
が
な
い
外
部
シ
ス
テ
ム
と
連
携
す
る
場
合
の
文
字
セ
ッ
ト
は
、J

I
S
 
X
 

〇
二
一
三
と
し
、
文

字
コ
ー
ド
は
、J

I
S
 
X
 

〇
二
二
一
と
す
る
。 

ニ 

独
自
施
策
シ
ス
テ
ム
等
と
連
携
す
る
場
合
の
文
字
セ
ッ
ト
は
、
各
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
要
件
に

応
じ
て
行
政
事
務
標
準
文
字
又
はJ

I
S
 
X
 

〇
二
一
三
の
い
ず
れ
か
と
し
、
文
字
コ
ー
ド
は
、J

I
S
 
X
 

〇
二
二
一
と
す

る
。 

（
連
携
要
件
の
標
準
） 



 

 

第
四
条 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
連
携
要
件
の
標
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
は
、
他
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
、
独
自
施
策
シ
ス
テ
ム
等
（
次
号
に
よ
る
も

の
を
除
く
。
）
又
は
外
部
シ
ス
テ
ム
と
の
間
で
前
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
デ
ー
タ
項
目
を
デ
ー
タ
連
携
す
る

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
デ
ー
タ
連
携
に
係
る
連
携
方
法
そ
の
他
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
機
能
別
連

携
仕
様
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
。 

二 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
と
独
自
施
策
シ
ス
テ
ム
等
の
デ
ー
タ
連
携
に
つ
い
て
、
連
携
方
法
は
、
原
則
と
し
て
、

フ
ァ
イ
ル
連
携
（
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
提
供
側
業
務
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
、
指
定
す
る
フ
ォ
ル
ダ
に
、
提
供
す
る
デ
ー
タ
を
保
存
し
た
フ
ァ
イ
ル
を
格
納
し
、
デ
ー
タ
を
利
用
す
る
シ
ス
テ

ム
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
利
用
側
業
務
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
指
定
す
る
フ
ォ
ル
ダ
に
利
用
す
る

デ
ー
タ
を
取
り
に
行
く
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

三 

前
二
号
の
デ
ー
タ
連
携
に
係
る
連
携
方
法
に
つ
い
て
、
フ
ァ
イ
ル
連
携
に
よ
る
場
合
は
、
更
新
日
時
等
を
活
用
し
た
差

分
連
携
（
提
供
側
業
務
シ
ス
テ
ム
か
ら
利
用
側
業
務
シ
ス
テ
ム
に
前
回
連
携
し
た
デ
ー
タ
か
ら
追
加
又
は
変
更
と
な
っ
た



 

 

デ
ー
タ
を
連
携
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
の
方
法
に
よ
る
ほ
か
、
全
件
連
携
（
提
供
側
業
務
シ
ス
テ
ム
で
管
理
す
る
全
て
の

デ
ー
タ
又
は
最
新
の
デ
ー
タ
を
利
用
側
業
務
シ
ス
テ
ム
に
連
携
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
の
方
法
に
よ
る
こ
と
も
で
き
る
も

の
と
す
る
。
連
携
方
法
に
係
る
詳
細
な
技
術
仕
様
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法

律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
共
通
す
る
基
準
の
う
ち
全
て
の
地
方
公
共
団
体
情
報

シ
ス
テ
ム
に
共
通
し
て
実
装
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
の
標
準
を
定
め
る
命
令
（
令
和
八
年
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省
令
第

十
号
）
第
五
条
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
を
提
供
す
る
事
業
者
が
、
複
数
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
を
一
体
的
に
提
供
す
る

場
合
は
、
当
該
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
間
の
デ
ー
タ
連
携
に
つ
い
て
は
、
こ
の
命
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
シ
ス
テ
ム
を
提
供
す
る
事
業
者
が
行
う
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
命
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
共
団
体
が
利
用
す
る
地
方
公
共
団
体
情
報



 

 

シ
ス
テ
ム
で
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
化
対
象
事
務
を

定
め
る
政
令
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁
令
・
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
（
令
和
四
年
デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省

令
第
一
号
）
第
七
条
第
三
号
、
同
条
第
四
号
、
第
九
条
各
号
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
各
号
、
第
十
三
条
各
号
、
第
十
四
条
、

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
各
号
に
規
定
す
る
事
務
の
処
理
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
当
該
各
シ
ス
テ
ム
に
係
る
主
務
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
地
方
公
共
団
体
が
利
用
す
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
で
、
標
準
化
基
準
（
法
第
五
条

第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
と
し
て
所
管
大
臣
が
認
め
る

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
特
定
移
行
支
援
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
各
特
定
移
行
支
援
シ
ス

テ
ム
の
標
準
化
基
準
の
適
用
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
基
本
デ
ー
タ
リ
ス
ト
及
び
機
能
別
連
携
仕
様
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
デ
ー
タ
要
件
・
連
携
要
件
の
標
準
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
第



 

 

一
号
及
び
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
本
デ
ー
タ

リ
ス
ト
及
び
機
能
別
連
携
仕
様
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
文
字
要
件
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
は
、
従
来
の
文
字
セ
ッ
ト
を
第
三
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
も
の
に
変
換
す
る
こ
と

が
で
き
る
状
態
で
保
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
分
の
間
、
同
号
イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
来
の
文
字
セ
ッ
ト
及
び

文
字
コ
ー
ド
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
デ
ー
タ
連
携
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
（
標
準
化
基
準
に
適
合
す
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
と
特
定
移
行
支
援
シ
ス
テ
ム
の
間
で
デ
ー
タ
連
携
を
行
う
場
合
は
、
当
該
特
定
移
行
支
援
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
基

準
の
適
用
日
ま
で
の
間
、
当
該
特
定
移
行
支
援
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
当
該
標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
と
の
変
換
機
能
（
第
四
条
第

一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
機
能
別
連
携
仕
様
に
定
め
る
と
お
り
連
携
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の



 

 

機
能
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
装
し
、
又
は
両
シ
ス
テ
ム
間
に
変
換
機
能
を
実
装
す
る
方
法
に
よ
る

も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
文
字
セ
ッ
ト
は
、
第
三
条
第
二
号
ロ
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
方
法
に
よ

る
デ
ー
タ
連
携
又
は
同
号
ロ
に
定
め
る
文
字
セ
ッ
ト
に
よ
る
連
携
が
で
き
な
い
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

２ 

標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
と
独
自
施
策
シ
ス
テ
ム
等
の
間
で
デ
ー
タ
連
携
を
行
う
場
合
は
、
当
分
の
間
、
当
該
独
自
施
策
シ
ス

テ
ム
等
に
お
い
て
当
該
標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
と
の
変
換
機
能
（
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
機
能
別
連

携
仕
様
又
は
同
項
第
二
号
に
定
め
る
と
お
り
連
携
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
機
能
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
実
装
し
、
又
は
両
シ
ス
テ
ム
間
に
変
換
機
能
を
実
装
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
け

る
文
字
セ
ッ
ト
は
、
第
三
条
第
二
号
ニ
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
方
法
に
よ
る
デ
ー
タ
連
携
又
は
同
号
ニ
に

定
め
る
文
字
セ
ッ
ト
に
よ
る
連
携
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
を
提
供
す
る
事
業
者
が
、
当
該
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
と
独
自
施
策
シ
ス
テ
ム
等



 

 

を
一
体
的
に
提
供
す
る
場
合
は
、
当
該
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
間
の
デ
ー
タ
連
携
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ

の
命
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
シ
ス
テ
ム
を
提
供
す
る
事
業
者
が
行
う
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 


